
「体外診断用医薬品の医療機関等との関係の透明性に関する指針」 

 

旭化成ファーマ株式会社(以下、当社という）は、このたび「体外診断用医薬品の医療機関等との関係

の透明性に関する指針」を定め、当社の体外診断用医薬品分野での活動に伴う医療機関等への金銭等提供

に関わる情報を公開することに致しました。 

 

１．目的 

高い倫理性が求められる生命関連企業として、当社の活動における医療機関等との関係の透明性を

高め、社会からさらに高い信頼を得られる企業となることを目的としています。 

 

２．公開対象 

体外診断用医薬品に関する日本国内の医療機関等に対する金銭等提供について、本指針に基づき、

以下のＡ～Ｅに該当する情報を項目ごとに公開します。 

 

Ａ．研究費開発費等 

（１） 共同研究費 

（２） 委託研究費 

（３） その他研究関連費用※ 

研究費開発費等には、臨床性能試験や、性能評価等に関する費用、及び GVP 省令などの公的規

制のもと実施される副作用等報告や、製造販売後の各種調査等の費用が含まれます。 

（１）共同研究費及び（２）委託研究費については、年間の総額、提供先施設等の名称（施設名

及び施設内組織名、個人契約の場合は氏名・所属・役職）及び提供先施設等毎の年間の契約件

数・年間の支払金額を公開し、（３）その他研究関連費用については年間の総額を公開します。 

※：研究費開発費等のうち、医療機関に支払われない研究開発に関する会合開催に伴う費用等で、

会合に参加する医師等の旅費・宿泊費（実費）・会場費等が含まれます。 

 

Ｂ．学術研究助成費 

（１） 奨学寄附金 

（２） 一般寄附金 

（３）学会等寄附金 

（４）学会等共催費 

学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開

催費用の支援としての学会等寄附金、学会等共催費について、年間の件数と総額、その提供先の

名称ならびに提供先の件数及び金額を公開します。 



Ｃ．原稿執筆等 

（１） 講師謝金 

（２） 原稿執筆料・監修料 

（３） コンサルティング等業務委託費 

医学・薬学に関する情報等を提供するための講演や原稿執筆、コンサルティング業務の依頼に対

する対価等であり、年間の件数と総額、その提供先の所属、役職名、個人名ならびに各個人毎の

件数及び金額を公開します。 

 

Ｄ．情報提供関連費 

（１）講演会等会合費 

（２） 説明会費 

（３） 医学･薬学関連文献等提供費 

医療関係者に対する医学・薬学に関する情報等を提供するための講演会等会合費、説明会等の

費用であり、（１） 及び（２） は年間の件数と総額、（３ ） は年間の総額を公開します。 

 

Ｅ．その他の費用 

（１） 接遇費用 

社会的儀礼としての接遇等の費用であり、年間の総額を公開します。 
 
 

３．公開方法 

本指針に基づく情報公開は、下記にて示します当社のウェブサイトを通じて行います。 

https://www.asahikasei-pharma.co.jp/csr/#anc-csr-transparency 
 
４．公開時期 

本指針に基づく情報公開は、当社の１会計年度中に当社が行った公開対象となる金銭等の提供に

ついて、年１回、当該会計年度の最終決算発表後の然るべき時期に行います。 

 

５．情報公開の開始 

本指針に基づく情報公開は、２０１３年度(会計年度)中に当社が行った公開対象となる金銭等の提

供から開始します。 

ただし、本指針の２．公開対象の「C．原稿執筆等」の各個人毎の件数及び金額については、２０ 

１６年度分から公開します。 

なお、本指針の２．公開対象の「Ａ.研究費開発費等」の提供先の名称、提供先毎の年間の契約件

数、及び年間の支払金額については、２０１８年４月以降に契約を新規に締結したものを２０１８年

度分から公開します。 

 
（制定 ２０１３ 年４月１ 日） 

（改定 ２０１６ 年４月１ 日） 

（改定 ２０１８ 年２ 月１３ 日） 


